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す
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我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
広
報
冊
子
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
方
領
土
問
題
と
竹
島
問
題
の
広
報
冊
子
と
し
て
、
現
在
政
府
は
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
と
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た

め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
発
行
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
五
年
十
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
六
号
）
に
よ
る
と
、
「
わ
れ
ら
の
北
方

領
土
」
の
二
〇
〇
〇
年
度
版
か
ら
二
〇
〇
四
年
度
版
の
発
行
部
数
と
経
費
に
つ
き
、
二
〇
〇
〇
年
度
版
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
万

部
、
四
百
七
十
万
四
千
円
、
八
万
五
千
部
、
三
百
九
十
七
万
九
千
六
百
五
十
七
円
、
八
万
五
千
部
、
四
百
五
十
八
万
七
千
四

百
五
十
円
、
六
万
六
千
部
、
四
百
三
十
九
万
千
三
百
六
十
二
円
、
四
万
三
千
部
、
二
百
九
万
九
千
四
百
七
十
五
円
で
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
度
版
か
ら
最
新
の
二
〇
〇
七
年
度
版
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
そ
の
発
行
部
数
並
び
に
経
費

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
は
本
年
二
月
に
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
発
行
し
た
が
、
そ
の
発
行
部
数
並
び
に
経

費
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

外
務
省
は
毎
年
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
を
ど
こ
に
配
付
し
て
い
る
か
。
そ
の
主
な
配
付
先
並
び
に
配
付
数
、
配
付
時
期

を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
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四

外
務
省
は
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
ど
こ
に
配
付
し
て
い
る
か
。
そ
の
主
な
配
付
先
並
び
に

配
付
数
、
配
付
時
期
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

北
方
領
土
は
北
海
道
の
管
轄
地
域
で
あ
り
、
市
町
村
で
言
え
ば
根
室
市
に
所
属
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
外
務
省
は
北

海
道
並
び
に
根
室
市
に
対
し
て
毎
年
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
を
何
部
配
付
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

竹
島
は
島
根
県
の
管
轄
地
域
で
あ
り
、
市
町
村
で
言
え
ば
隠
岐
の
島
町
に
所
属
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
外
務
省
は

「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
発
行
し
て
か
ら
、
島
根
県
並
び
に
隠
岐
の
島
町
に
対
し
て
同
冊
子
を

何
部
、
い
つ
配
付
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

外
務
省
は
衆
参
合
わ
せ
た
全
国
会
議
員
に
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
を
毎
年
配
付
し
て
い
る
か
。

八

外
務
省
は
衆
参
合
わ
せ
た
全
国
会
議
員
に
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
本
年
配
付
し
た
か
。

九

七
と
八
で
、
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
と
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
全
国
会
議
員
に
配
付
し

て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


